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長期監視終了後の安全評価

まとめ

埋設処分関係法令の整備状況

•研究施設等廃棄物は、原子炉等規制法における廃棄事業として埋設処分をする計画。

•RI法の対象廃棄物は、原子炉等規制法における廃棄事業(廃棄物処理施設での管理事業、埋設施設での
廃棄物埋設事業)へ廃棄の委託ができる。

•医療関連法では、埋設処分に関する制度は整備段階にある。

埋設事業の進め方

RI法原子炉等規制法

・試験研究炉
・核燃料物質の使用施設
・再処理施設
・ウラン濃縮施設 他

・放射性同位元素の使用施設
・加速器等の放射線発生装置 等

・病院
・放射線医薬品製造施設 他

医療関連法

埋設施設原子炉等規制法

・医療法
・臨床検査技師等に関する法律
・医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の

確保に関する法律 (以上、厚労省)
・獣医療法 (農水省)

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の
規制に関する法律
（原子力規制委員会）

放射性同位元素等の規制に関する法律
（原子力規制委員会）

廃棄の委託
(RI汚染物等を原子炉等規制法
の廃棄事業へ埋設を委託) (医療用放射性汚染物などをRI法へ

委託処理処分等をするための制度
は検討段階にある)

シナリオ 移行経路 被ばく形態

河川水利用
シナリオ

放射性物質が埋設
施設から地下水を
介して河川に移動
し、その河川水を
利用するシナリオ

─ 地下水中移行 ─ 河川水 ─ 河川水飲用

│

├─ 水産物摂取

│

├─ 農作業者

│

├─ 農作物摂取

│

└─ 畜産物摂取

河川岸利用
シナリオ

放射性物質が河川
から周囲の土壌に移
動し、その土壌を利

用するシナリオ

─ 地下水中移行 ─ 河川岸土壌 ─ 農作業者

│

├─ 農作物摂取

│

└─ 畜産物摂取
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規制期間終了後、埋設施設及び周辺において、一般公衆が受けると想定される線量を評価し、想定される立地
条件において、規制期間終了後の線量基準以下であることを確認。

原子力や放射線の研究は、エネルギー分野のほか医療・工業・農業などさまざまな分野で活用され、私たちの暮らしを支えています。こうした取組みを将来にわたって持続可能なものとするために、

原子力機構は、原子力機構法及びこれに基づく国の基本方針(2008)に従い、国内の研究施設等廃棄物の埋設事業の実施主体として、埋設施設の設置に向けて取り組んでいます。

埋設施設等建設

環境調査

埋設施設基本設計・詳細設計

立地に係る活動

原子力規制委による
事業許可審査

受託処分の開始

埋設処分

廃棄体
情報 規制制度整備の進捗状況、機構の廃止措置・

廃棄体化処理の進捗を踏まえ、必要に応じて対
象物量を見直し

事業許可の取得

操業開始

受託契約

廃棄体物量の見直し

廃棄体情報の精査
埋設事業・施設の廃止措置・廃棄体化処理の進捗に応じて適宜見直し

契約に基づく機構以外の発生者からの廃棄体情
報の提供（基本契約の締結）

料金算定方法の検討

契約方法・内容の検討

契約に基づく料金支払いと廃棄体の受入

主要項目

基本契約に基づく受入れ廃
棄体本数等の取交し

基本工程

立地に向けた対応
初期建設に向けた対応

操業に向けた対応

・施設概念設計・安全評価の実施
・立地基準・手順の策定に向けた対応
・立地活動 等

・詳細設計・適合性審査対応
・施設建設 等 ・操業

・状況に応じた見直し 等

事業許可の申請

注）本工程は埋設事業の進捗に応じて適宜見直す

立地基準
手順の策定

安全評価／施工試験／廃棄体受入基準検討、等

原子力機構は、国の基本方針(2008年)に示された基本的考え方(① 安全の確保、② 事業の透明性及び信頼の確保、③ 立地地域の理解と共生、④ 発生者による応分の負担と協力 及び⑤ 合理的な処分の実施)
に基づいて研究施設等廃棄物の埋設事業を着実に進めてまいります。

研究施設等廃棄物の埋設に向けて
~持続可能な原子力研究開発や放射線利用のために~

地下水

放射性物質が埋設
施設から地下水を
介し河川に移動し、
その河川水を生活
に利用するシナリオ

放射性物質が河川
から周囲の土壌に
移動し、その土壌を
生活に利用する
シナリオ

地下水 農作業

農作業

長期監視（50年）

長期監視（300年）

研究施設等廃棄物の発生施設と種類

・ウラン濃縮施設
・成型加工施設

原子力発電所 ・試験研究炉

再処理施設

MOX燃料加工施設

高レベル放射性廃棄物
(ガラス固化体）

発電所廃棄物

（燃料）

（使用済燃料）

（プルトニウム）

（MOX燃料）

原料ウラン

TRU廃棄物
（商用）

・放射性同位元素使用施設
・放射線発生装置使用施設

・医療機関等

RI汚染物/放射化物

医療用放射性汚染物

核燃料物質等によって
汚染された物

ウラン廃棄物

原子力機構の研究開発(研究開発段階炉、再処理施設、ウラン濃縮施設)や成型
加工施設から発生したものは、研究施設等廃棄物となる。

※MOX燃料：混合酸化物燃料（Mixed Oxide Fuel）
※TRU廃棄物：長半減期低発熱性放射性廃棄物(TRU：長ウラン元素(原子番号がウランより大きい元素：Transuranium))

研究施設等廃棄物

TRU廃棄物
（研究用）

はじめに

受入濃度の上限値を設け、これを
上回る放射能濃度の廃棄物は受け入
れません。

1．濃度上限値の設定

２．放射性物質の移動を抑制
放射性物質の移動を抑制する機能を

もった埋設施設を建設します。

３．放射能の減衰
埋設後、放射能濃度が十分に低下

するまでの間、施設に立ち入り制限
を設けます。

４．⾧期監視
放射能濃度が十分に低下するまでの

間、監視(環境モニタリング)を行い、
安全性を直接確認していきます。

上部覆土
覆土表面に植生 透水性の小さい土壌

地下水面

埋設処分における安全確保の方策 埋設対象物の量と内訳

放射性物質 [Bq/t]

Co-60 1010

Sr-90 10 7

Cs-137 10 8

トレンチ処分 ピット処分 放射性物質 [Bq/t]

C-14 1011

Co-60 1015

Ni-63 1013

Sr-90 1013

法令で定めるトレンチ処分、ピット処分の受入濃度の上限値
ウラン廃棄物（U-234,U-235,U-238）については、「第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」に濃度基準が定められた(令和3年9月)。

トレンチ埋設施設は地下水面より上に設置。

（廃棄体の廃棄体容器、廃棄物内容、発生者内訳）

※ 日本原燃株式会社「六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設センター 廃棄物埋設事業変更許可申請書」（平成9年1月）の
平均放射能濃度より作図

研究施設等廃棄物の放射能濃度の経時変化

・ピット埋設対象の廃棄体の平均放射能濃度は発電所廃棄物と同程度で、時間の経過とともに減衰する。

・トレンチ埋設対象の廃棄体の平均放射能濃度はピット対象よりも概ね２桁低いが、ウランの子孫核種の生成
により数万年後の放射能濃度が若干増加。

トレンチ埋設施設

雨水などの浸透水の量を減らすために「透水性の低い土」と「上部覆土」で覆い、放射性物質の移動を抑制。

トレンチ埋設

ピット埋設

約 22万本

約 53万本
ピット埋設施設

ピットへの地下水の浸入及び
ピットからの漏出を抑制

・ピットを支持する。
・低透水性のため、放射性物物質の移行を遅延させる。

透水性の低い土

コンクリート構造物

ピットへの地下水の浸入及び
ピットからの漏出の防止

ドラム缶に廃棄物を
固型化した廃棄体

角型容器に金属類を
収納しセメント等を充填

角型容器に金属類を
収納しセメント等を充填

地下水面

放射性物質 [Bq/t]

Tc-99 10 9

Cs-137 1014

α線を放出する
放射性物質

1010

フレキシブルコンテナ
(コンクリートガラを収納)

（200Lドラム缶換算）

トレンチ埋設の
管理期間（50年）

ピット埋設の
管理期間（300年）

長期監視期間

巡視点検、地下水中の放射能濃度の測定、環境モニタリング

放射線管理区域及び周辺監視区域の設定 埋設保全区域の設定（埋設地における掘削等の禁止等）

約300年

約50年

ピット埋設

トレンチ埋設

定期安全評価（10年毎）

埋
設
事
業
者
の
管
理

ピット埋設施設 漏出のないことの監視 放射性物質の移行が抑制されていることの監視

トレンチ埋設施設 放射性物質の移行が抑制されていることの監視

長期監視終了

ピット埋設施設

トレンチ埋設施設

廃棄物の定置:50年間

操業期間

日本原子力学会バックエンド部会 第38回バックエンド夏期セミナー
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埋設してからの経過年数（年）

100万10万1万1000100100.1 1

トレンチ埋設

ピット埋設

発電所廃棄物のピット
対象廃棄体（一例※）


